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マイナンバーカードの共済組合員証利用にあたっての申入書

　前通常国会においては、マイナンバーカードを保険証として利用することを可能とする健康保険法等改

「正」が成立しました。また６月４日には、政府のＩＴ総合戦略本部第４回デジタルガバメント閣僚会議で

「２０２２年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを想定する」方針が決定されまし

た。

　これらを受けて、総務省は６月２８日付で「地方公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進につい

て」を地方公務員共済組合等に流しました。そこにおいては地方公務員においても今年度内にマイナンバー

カードを一斉取得することが強く推奨されています。

　マイナンバーカードは昨年末においても１５００万枚、約１２％の交付率にとどまっており、当然ながら

申請は任意のものです。マイナンバー制度の適用範囲が拡大されたとしても、マイナンバーカードの申請が

任意であることに変更ありません。

　ところが政府はマイナンバーカードの交付率を高めるために、地方公務員等の共済組合に対して一斉取得

に向けて様々な圧力をかけてきています。マイナンバーカードは公的個人認証のための電子証明書の格納機

能も搭載され、各種ポイントデータなどの個人情報も蓄積されていくと盗難や紛失による個人情報漏洩の危

険性は格段に高まります。医療機関受診のたびにマイナンバーカードだとオンライン資格確認を行わねばな

らず、紛失等の危険性も圧倒的に高まります。さらに組合員証として利用しても私たちの利便性が高まると

は到底思えません。

　このように利便性もなく、危険性ばかり高まるマイナンバーカードの共済組合員証利用を私たちは決して

望んでいません。また保険者としてマイナンバーカードの普及を国に代わって要請する必要が理解できませ

ん。よって今回のマイナンバーカードの共済組合員証利用にあたって以下の項目について申し入れを行いま

すのでご検討の上、ご回答ください。

　またマイナンバー制度による情報連携は、私たちが共済組合に提供した個人情報を私たちの同意なく、法

律や条例に定められた他の目的に利用することを認める仕組みです。私たちは公立学校共済組合に提供した

自分の情報については共済組合事務に限定して利用すべきであり、他の事務に提供する場合は本人同意を取

るべきだと考えます。それが自己情報コントロール権を守るということです。私たちは自己情報コントロー

ル権を保障しないマイナンバー制度のお先棒を担ぐような姿勢を公立学校共済組合に採ってほしくありませ

ん。

最後に本申し入れに対する回答を８月２日に伺いに参りたいと思いますのでその点もご検討ください。

記

１．マイナンバーカードの共済組合員証としての利用を行わないこと

２．マイナンバーカードの取得はあくまで任意であるので、現行の共済組員証使用継続を認め、かつ利便性

を損なわないこと。当然ながら共済組合員証の取得と利用にあたっての有料化もしないこと。

３．マイナンバーカード申請に組合員を誘導しないこと。誘導するような宣伝も一切行わないこと。

４.総務省が指示するマイナンバーカード申請書を配布しないこと。かりに配布するとしても組合員と被扶

養者の個人情報をプレプリントする等申請に誘導することはせず、組合員の自主的判断に委ねること。
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５．総務省が実施するマイナンバーカードの申請・取得状況調査には応じないこと

６．マイナンバーカードの共済組合員証利用についての公立学校共済組合の今後の方向性を明らかにするこ

　と。
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申し入れ事項に対する

公立学校共済組合の回答

（2019年8月2日、公立共済組合本部で行われた交渉より全学労連作成）

申入れ事項 回答

１　マイナンバーカードの共済組合員証と

しての利用を行わないこと

５月２２日に「医療保険制度の適正かつ

効率的運営を図るための健康保険法等の一

部を改正する法律」が公布され、令和３年

３月よりマイナンバーカードを健康保険証

として使用できることとなった。これは法

改正によるものなので回答を差し控えた

い。

２　マイナンバーカードの取得はあくまで

任意であるので、現行の共済組員証使用

継続を認め、かつ利便性を損なわないこ

と。当然ながら共済組合員証の取得と利

用にあたっての有料化もしないこと。

現在の保険証は引き続き使用可、となっ

ている。取得と利用についての有料化につ

いては、公立学校共済組合としては承知し

ていない。

３　マイナンバーカード申請に組合員を誘

導しないこと。誘導するような宣伝も一

切行わないこと。

６月４日デジタルガバメント閣僚会議で

「マイナンバーカードの普及と活用の促進

に関する方針」が決定され、また６月２１

日に骨太方針２０１９が閣議決定された。

この中で「医療保険者ごとにマイナンバー

カード取得推進に取り組む」こととされて

いる。

これについて文部科学省より当組合に

「組合員及びその被扶養者の理解と協力の

下、マイナンバーカードの一斉取得の推進

に向けて、組合員等への周知」の依頼が

あった。この依頼に基づき当組合では、組

合員へマイナンバー制度の概要やマイナン

バーカードのメリット、申請方法等につい

て、分かりやすく広報等をすることとして

いる。

４　総務省が指示するマイナンバーカード 　当組合では、総務省が指示する組合員へ
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申入れ事項 回答

申請書を配布しないこと。かりに配布す

るとしても組合員と被扶養者の個人情報

をプレプリントする等申請に誘導するこ

とはせず、組合員の自主的判断に委ねる

こと。

のマイナンバーカード交付申請書の印字配

布を行う予定はない。

５　総務省が実施するマイナンバーカード

の申請・取得状況調査には応じないこと

　マイナンバーカードの申請・取得状況調

査における当組合の対応方法については、

現在検討中である。

６　マイナンバーカードの共済組合員証利

用についての公立学校共済組合の今後の

方向性を明らかにすること。

　「１」と同様、法改正に関することなの

で、回答できる立場にない。

　以上の当初回答を受けた後に、次のような意見交換を行った。（以下、全学労連の発言を

「全」、公立共済の発言を「公」と表示）

全：　「５」について、総務省の通知では「公立共済、警察共済は除く」となっているが、

そもそも対象にはしないということか。

公：　公立共済は入っていないが、地方公務員共済全体としてどうなっているかについては、

今の時点ではわからない。

全：　地方公立共済へは６月、１１月の２回、データを上げろと言っている。この６月、１

１月については上げないという理解でいいのか。

公：　予定があるのかどうかも含めて検討中。

全：　６月の枚数と１１月の枚数を比べて取得状況を競わせるやり方は、そもそもが取得は

任意であることからすると良くないことだと思っている。これはやめるべきだ。また、マ

イナンバーカードの推進は公立共済の本来業務ではない。法改正があって［＋α］として

出てきたものであり、それを行うのであればそれなりの考えがあってしかるべきだ。

全：　公立共済の「考え」について確認したいのだが、「申請書を印字配布しない」として

いるので、マイナンバーカード取得促進のトーンはそれほど高くないように見受けられる。

また、組合員等に周知というが、その文書が職場にきたのは夏休みに入ってからのことで、

「８月取得月間」というのも事実上できない。「周知」「広報」というそのココロは？

公：　ポスターは内閣府が作ったもので、それに文科省、公立共済の名前を載せた。そのた

め「８月取得月間」というのがある。また、申請書を印字配布というような細かくやって

いくのは学校にはそぐわないという判断。公立共済としては広報をするだけである。

全：　申請書を配ることによって強制力が働くということか。
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公：　・・・。総合的に判断ということ。

全：　情報連携も含めて、マイナンバー制度が拡大しようとしている中で、医療データの一

元化とか、センシティブ情報をいかに取り扱うのかという問題もはらんでいる。これらを

検討したうえでマイナンバー制度とどのように向き合うのか、ということが保険者として

問われる。文科省から言われたので・・・、では済まない。慎重な検討を求める。

全：　今日の回答を聞くと、広報はするけど申請書を配布することはしない、他の保険者と

比べて交付率が上がることは余り考えられない。マイナンバーカードはどういう手続きで

保険証として使えるようになるのか。保険者（学校）でカードを集めて公立共済へ送り、

保険証情報を書き込み、配布という手間をかけるのか。また、カード取得者が個人でマイ

ナポータルで書き込みをするのか。

公：　どうやるのかは厚労省で検討しているところで、そこで決まらないと何とも言えない。

全：　組合員証があることによって、認定や、退職時の返納など丁寧な事務処理を行うこと

ができている。それがマイナンバーカードに移行、或いは併用することによってその丁寧

さがなくなっていくことを危惧する。

全：　マイナンバーカードを組合員証として利用することのメリットを思い浮かばない。一

応、国は高額療養費や保険者の異動などをメリットとして挙げているが、それなりの手続

きは必要で、胸を張るほどのメリットとは思えない。さらに、マイナンバーカードと保険

証の並存で保険証の有料化も取りざたされている。

公：　有料化はどこかで出ていることか。

全：　決まったこととして出ななく、そういう政府の動きがあるということ。決まってしま

うとどうしようもなくなるので、事前に、そういうことはダメという意思表示をすること

が大事だ。

全：　広報の費用はどうなっているのか。急に出てきた問題で予算化はされていないと思う

が、今ある予算でやっているのか。やれと言った政府が出しているのか、言われた公立共

済が出しているのか。

公：　ここでは分からないので、調べて改めて回答したい。

全：　将来的には現在の保険証を廃止するという話もある。マイナンバーカードは任意だけ

れど、将来は強制という流れだ。任意性を突き詰めていくべきだし、今後とも慎重な対応

をお願いしたい。

　公立共済は、文科省から言われたので広報はするが、申請書の印字配布まではしないとい

う（慎重）姿勢だ。しかし、総務省はマイナンバーカード取得状況調査を何回にもわたって

行い、カードの取得率を競わせようとしている。

　マイナンバーカードの取得はあくまで任意だ。取得を強制されるものではない。現在の組

合員証で何の不都合もない。
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